
会社情報の適時開示に係る社内体制の状況について

（適時開示に係る宣誓書添付書類）

平成 17 年 10 月 25 日

会 社 名 森永製菓株式会社

（コード番号 2201 東証第 1 部）

平成 17 年 10 月 1 日にＩＲ機能充実を目的として従来の広報部を広報・ＩＲ部に変更し

ました。この変更に伴い、当社の会社情報の適時開示に係る社内体制を、下記のとおり見

直しております。

記

当社は、社内規程である「職務権限・決定基準規程」に従い、以下の流れに従って、投

資者への適時適切な会社情報の開示を行なっております。

以上

（必 要 情 報 収 集）

ＩＲ委員会
（事務局：広報・ＩＲ部） 監査部

（適時開示検討及び準備） （内部業務監査）

（付議）

監査役会

（審議・決議） （企業情報開示体制
及び内容の監査）

（決定事実、発生事実、決算に関する情報等の適時開示）

（掲載）

当社ホームページ

当社各部署・各事業所、各グループ会社

情報取扱責任者、広報・ＩＲ部長
（経理部担当取締役）

東京証券取引所

取締役会

経営企画室、経理部、総務部、
広報・ＩＲ部、
当該案件担当取締役、担当部等

経理部担当取締役
経理部長


